
 
 

 

 
 

 
 

 

市町村は、医療機関等の皆様から毎月１０日までに国保連合会へ御提出い

ただくレセプト写し（公費８３該当者のみ）のデータを基に、受給者へ医療

費を助成しています。 
 

レセプト写しが提出済みで、受給者から医療費の 

支払いがされていない（未納）場合は、U受給者への 

U医療費の助成（還付）を停止するU必要があります 

ので、必ず医療費未納情報表により国保連合会へ 

お知らせいただきますようお願いします。 

 

 
※ 医療費未納情報表の提出後に、受給者から医療費の支払いがあった場合は自動還付の対象外とな

るため、受給者は市町村の窓口で医療費助成金の請求を行う必要があります。 

 

○提出書類  医療費未納情報表 

※ 様式は山梨県国保連合会のホームページからダウンロードできます。記載方法等の詳細は、「重度

心身障害者医療費助成制度医療機関等向け事務処理マニュアル」Ｐ２４～２７を参照してください。 

URL:http://www.ymnkokuho.or.jp/josei/ 

 

○提出期限  診療月の翌々月１０日まで 

※ 入院の医療費の請求が診療月の翌月になること等を考慮して提出期限を設定していますが、 

外来のみなどで診療月の翌月に提出可能な場合でも、診療月の翌々月のタイミングで提出をお願い

します。 

 

○提出方法  毎月１０日までに提出していただくレセプト写しに同

封の上、国保連合会までお送りください 

① 医療費未納の場合は、 

「医療費未納情報表」の送付が必要です！ 

【注意喚起】公費 83（重度心身障害者医療費助成制度）についてのお知らせ 

（裏面もご確認ください） 

http://www.ymnkokuho.or.jp/josei/�
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次の場合は、受給者へ助成する医療費を調整する必要がありますので、 

必ずレセプト写し調整依頼連絡票により、国保連合会へお知らせいただきま

すようお願いします。 
 

▽ レセプト写しを提出した後に、審査支払機関による査定等により、 

U受給者に対し返金または追加徴収を行ったU場合 

（注）返金、追加徴収を行った後にお知らせください。 

▽ U提出したレセプト写しの内容と異なる一部負担金を 

U受給者へ請求して受領したU場合 等 

 

 

※不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

○提出書類  レセプト写し調整依頼総括表 

レセプト写し調整依頼連絡票 
 

※ 様式は山梨県国保連合会のホームページからダウンロードできます。記載方法等の詳細は、「重度心

身障害者医療費助成制度医療機関等向け事務処理マニュアル」Ｐ２１～２３を参照してください。  

URL:http://www.ymnkokuho.or.jp/josei/ 

 

○提出方法  事案が発生した都度、毎月１０日までに提出していただ

くレセプト写しに同封の上、国保連合会までお送りください 

② 受給者へ返金、追加徴収を行った場合は、 

「レセプト写し調整依頼連絡票」の送付が必要です！ 

（お問い合わせ先） 

山梨県国民健康保険団体連合会 審査管理課 管理第三係 

ＴＥＬ：０５５－２２３－２１１２ ＦＡＸ：０５５－２３３－１２０４ 
 
※制度全般に関するお問い合わせ先 

山梨県福祉保健部障害福祉課 企画推進担当 

ＴＥＬ：０５５－２２３－１４６０ ＦＡＸ：０５５－２２３－１４６４ 

 

http://www.ymnkokuho.or.jp/josei/�

